
も，個別，かつ部分的な取組となっているのが現状
である。

このような背景の下，2016年に，県立図書館，信
濃美術館，歴史館，信大図書館の館長同士の人的
ネットワークを土台として，「信州 知の連携フォー
ラム」（以下，「フォーラム」）が発足した3）。「長野
県における知と学びに関わる各種機関が，信州にお
ける価値ある地域資源の共有化をはかり，新たな知
識化・発信を通して，地域住民の学びを豊かにし，
地域創生につなげていく方策について，議論する」
枠組みである4）。

1.2　フォーラムが目指す MLA 連携
我が国における MLA 連携論の変遷は水谷の論

考5）に詳しく紹介されており，「MLA 連携とは，デ
ジタルアーカイブとインターネットによって，
MLA の分化という綜合の喪失から綜合の回復へと
向かうことである」と意味付けられている。

一方，利用者サイドの視点では，田窪6）が2010年

1．はじめに
1.1　「信州 知の連携フォーラム」発足の背景

長野県には，県立の文化施設（いわゆる MLA：
Museum, Library, Archives）として，M に相当す
る長野県信濃美術館（以下，信濃美術館），歴史博
物館と文書館を兼ね，M と A に相当する長野県立
歴史館（以下，歴史館），L に相当する県立長野図
書館（以下，県立図書館）が設置されている。これ
らを含めて，県内には85の博物館（職員数：704名），
115の公共図書館（職員数：880名）1）， 信州大学附
属図書館（以下，信大図書館）を含む10大学の図書
館（職員数：約100名）2）， 6 つの公文書館が設置さ
れている。博物館類似施設や博物館相当施設，学校
図書館も含めると，相当数の文化施設とそれを支え
る人材が存在していることになる。しかし，それぞ
れが個別のネットワークを築き，情報共有や人材育
成を行っているものの，信州としての MLA 全体を
把握するには至っていない。また，各々が所蔵する
コンテンツのメタデータや電子化コンテンツの公開
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フォーラムの第一の特徴と言える。

2.1　第二の特徴：大学教育・研究の視点を内包
縁あって信州大学に異動後，第 2 回フォーラム10）

は企画から関わった。 4 章で後述するように，共通
点より相違点がクローズアップされた。結果的に，
各館の MLA 連携に対する意識の温度差が強調され
たが，渡邉信大図書館長の最後の発言が，その場を
まとめたという印象がある。

　「私はお寺の調査をずっとやっていて，実際に
そこで対象にするのは，MLA 全てである。文書が
読めなければ研究できないし，置いてある絵画が扱
えなければ，その時代に過ごした人々の姿が見えな
い。学生のころからずっと，調査をしたり論文を書
いたりする時には，博物館に行き，図書館に行き，
美術館に行って見せてくれと言ってダメと言われて
…というのがあるので，積年の恨みがどこかにある

（笑）。だから，ぜったい連携させてやるという想い
が個人的にある。」

渡邉信大図書館長の発言からは，元々一緒にあっ
た MLA が，様々な歴史的経緯で別々に管理される
ようになった事情が伺える。「MLA 連携が注目さ
れて10年も経つのに，未だに利用者にこんな苦労を
させているのか」と忸怩たる思いを抱いた。そして，

「様々な事情があるにせよ，各館が，国際標準に適
合し二次利用可能な形態で情報を発信すること。そ
れらの情報に障壁なくアクセスできる環境を関係機
関が協力して構築することが，喫緊の課題だ」と，
筆者らは改めて認識することになった。

さらに，第 3 回フォーラムを企画・運営するプロ
セスでは，大学の教育課程の問題も深く関係すると
いう気付きがあった。このように，本フォーラムは，
MLA の枠組に大学図書館（大学教員である図書館
長）が関わることで，図書館としての関与に加え，
研究者による情報利用や地域への人材供給という，

「大学教育・研究の視点を内包している」のが，第
二の特徴と言えるだろう。

以下，各回の概要，及び結果を紹介し，今後に向
けた方向性や課題，大学図書館が MLA 連携に携わ
る意義について考察する。なお，各回の講演資料や

「古典籍書誌カードのとり方」マニュアル等の配布
物は，全てウェブ上で公開11）しているので，参照さ
れたい。

3．第1回フォーラム12）

3.1　第 1 回フォーラムの概要
・　開催日：2016年12月13日（火）
・　 会場：信州大学中央図書館セミナー室＋学部図

の時点で次のようにまとめているのが解りやすい。
「ある目的のために，博物館資料・図書館資料・文
書館資料にかかわりなく，そのすべてを利用したい
利用者は少なくなかろう。」「同じくメディアを扱う
機関が博物館，図書館，文書館に分かれているのは，
利用者の都合ではなく，各館の都合である。」「MLA
連携・融合によるワン・ストップ・サービスが求め
られているといえる。デジタル技術とネット環境の
発展・普及が，このようなサービスを後押ししてい
るのである」。
「本来，MLAは一つであった」という前提に立ち，

本フォーラムでは，信州で検討すべき MLA 連携の
課題として，以下の 2 点を取り上げることとした。
（1） 電子情報の共有化と新たな発信の展開
（2） （1）に伴う新たな人材育成
また，議論の積み重ねを通して連携事業を具体化

していくことを目的とし，継続的に実施するものと
位置付けられた。

2．「信州 知の連携フォーラム」の二つの特徴
2.1　第一の特徴：持続性の確保への強い志向

筆者の一人（森）は，第 1 回フォーラムに参加し
た際，他の大学に所属していた。大学図書館，歴史
資料館，情報管理の担当者として，学内の MLA 連
携を実践しており，その改善策と学外との連携方法
を模索していた7）。このため，県を代表する文化施
設の 4 館長が一堂に会し，公開の場で議論をする本
フォーラムを知ったとき，「この立場の人たちが合
意すれば，すごいことが出来るだろう」と，大きな
期待感を抱いて参加した。継続的な取組の初回で，
はっきりとした方向性は示されなかったが，各館関
係者や県の行政担当者に加え，地域住民も参画でき
る枠組がスタートしたこと自体が，成果だと思われ
た。

一方，「信州デジくら」8）について，多くの言及が
あったことが印象に残っている。「信州デジくら」
とは「長野県デジタルアーカイブ推進事業」の愛称
で，県立図書館，信濃美術館，歴史館が所蔵する郷
土資料に加え，県の情報政策課や県民投稿のカテゴ
リも持つデジタルアーカイブである。「県民一人ひ
とりが地域の魅力を発見し発信する参加型アーカイ
ブ」であり，「知のプラットフォームの構築」のみ
ならず，現実世界において「地域アイデンティティ
の再認識と地域づくり」の実現を目指す，先駆的な
事業だった9）。しかし，時限的な予算によるプロジェ
クトであったことから，2010年以降，データが更新
されないままとなっている。この反省から，「持続
性の確保への強い志向を当初から持つ」ことが，本
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いるが，どのような「新しさ」を特徴とするのか。
③膨大な情報が溢れるサイバー空間において，信州
発の MLA 連携による情報発信が，どのような存在
感・魅力を持ち得るか。の 3 点を取り上げた。

3.1.2　トークセッションの概要
まず，各館の館長から概要と課題が発表された。

・　橋本信濃美術館長：
信濃美術館は1966年の開館から50周年を迎えた。

2016年11月策定の「信濃美術館整備基本構想」14）は，
“「人本位」 で運営する開かれた美術館” として，
「物」としての美術作品を収集・展示するだけでは
なく，作品を作る人（芸術家），見せる人（美術館
員），観る人（来館者）など，美術館に関わるあら
ゆる「人」を中心に捉えた運営を目指している。ま
た，“開かれた学びの場”として，年齢等に関わら
ず，誰もが学べる美術館教育プログラムを充実させ
る。さらに，美術に関する書籍，展覧会カタログ，
雑誌・新聞等を備えた閲覧や調査・研究のための施
設として，アートライブラリーを設置する予定で，
アートライブラリアンが必要である。50周年記念行
事で子ども達に新しい美術館に対する夢を描いても
らった。アーカイブ構築の前提として，最終的には
美術館に来てもらい，目の前にある絵を見てもらう
とことが最も大事である。子ども達のイメージを大
切にしたい。

信州デジくらが継続できなかったのは，受身の姿
勢で内側からの情熱が足りなかったからだろう。こ
れまでの長野県の文教施策にはビジョン ･ ポリシー
がなく，企画や事業は単発で継続性がなかったとい
う反省がある。
・　笹本歴史館長：

歴史館の役割は，長野県における埋蔵文化財や歴
史的価値ある文書等の歴史資料の収集・整理・保存
を通じて，歴史遺産を子孫に継承し，未来を映す歴
史知識の泉となり，県民が交流する場を提供し，歴
史情報センターとしての機能を果たすことである。
もっとも重要な役割は歴史資料の収集・ 保存であ
る。資料は痛んでいくので，劣化を遅らせることが
使命である。そのうえで研究し，展示を行い，教育
に結びつけていくことが重要である。

現在，歴史館の年間入場者数は10万人程度だが，
多くが小学生である。縄文時代人の骨が300体発掘
され，その全てを歴史館で収蔵し，小学生にも縄文
時代人の骨の実物を見てもらっている。他にも中学
校の職場体験，大学生の博物館実習に利用されてい
る。無料で利用できる図書室があり，県内の調査報
告書等はほぼ全て揃っている。連携策として，博物

書館（TV 会議システム）
・　 テーマ：信州の地域資源と学びの支援：戦略的

MLA 連携による地域創生
・　企画趣旨：

第 1 回フォーラムでは，「（1）電子情報の共有
化と新たな発信の展開」「（2） （1）に伴う新た
な人材育成」という課題のうち（1）について，
事例報告とディスカッションによる課題の共有
を図るため， 次の 2 点を取り上げることとし
た。
a. それぞれの機関における準備状況（各機関内
の自治体間における情報の共有化具合や MLA
連携的な実践例）
b. それぞれの機関における強みと弱み（どうい
う部分でリーダーシップがとれるか）

・　構成：
第 1 部：基調講演
渡邉信大図書館長「信州における MLA 連携で
聞いてみたいこと，考えてみたいこと」
第 2 部：トークセッション
橋本信濃美術館長，笹本歴史館長，平賀県立図
書館長による発表と，基調講演者を含めた 4 名
によるディスカッション

・　参加者：66名

3.1.1　基調講演の概要
MLA は，いずれも「文化的情報資源を収集・蓄

積・提供する公共機関であるという共通点」を持
つ。ところが「情報資源のアーカイブ化等の課題を
共有し，技術的な環境が整備されてきたにも関わら
ず，連携は進んでいない。」その理由が，以下の 3
点にまとめられている6）。

（1）　A（文書館）の知名度が低く，館数も少ない。
（2）　 日本では M（博物館・美術館），L（図書館），

A（文書館）それぞれの行政区分が分かれて
いる。

（3）　コンテンツのデジタル化の促進政策が弱い。
信州においても，これらは例外ではない。「信州

デジくら」の不活性は主として（3）に起因してお
り，予算の切れ目が事業の切れ目になった。また，
信大図書館は，書籍などの L 的な資料だけではな
く，絵画や古地図，文書といった M や A に分類さ
れるモノを所蔵し，「一人 MLA」 とも呼ぶべき状
況であるが，それら全てのメタデータが公開され，
活用できる状況にはなっていない13）。

ディスカッションでは，各館の状況を共有したう
えで，①信州ならではのポリシーを，どう作るか。
②信濃美術館と松本市博物館の建替えが予定されて
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（渡邉）情報はいくら整理しても断片的なもので
ある。もちろん提供側の価値付けは必要で，情報を
読み解く手がかりとなるメタデータを付けたうえ
で，まずは積極的に情報を発信していくことが重要
だ。それと同時に，使う側のリテラシーを確立して
いく必要もあるのではないか。
（橋本）知的な行為は子どもにもあり，子どもな

りのリテラシーがある。一方で，デジタル化が進む
と実際の作品を見ずに分かった気になるのではない
か，という心配がある。アーカイブ化の裏で考えな
くてはならない問題だろう。
（渡邉）デジタルコンテンツは現物への入口にな

る。ローカルで連携し，資料・情報を収集・発信し，
学びの場を作ることが価値の保証に繋がるのではな
いか。「信州」を学ぶというローカルの活動が「日
本」を学ぶことに置き換えられ，普遍的な価値に
なっていくのではないかと思う。
（平賀）県内には様々な取組がある。これらをもっ

と活用できるよう発展させたい。信濃美術館のアー
トライブラリーや県立大学，博物館の蔵書を繋ぎた
い。「信州デジくら」を再生し，どの町でもアーカ
イブを作成・公開・活用できる基盤にしたい。高校
の「信州学」15）の授業や， 小中学校の地域学習で，
先生が個々に一生懸命教材を作っている。これらが
もっと活用されるよう，共有地のようなものを作り
たい。デジタル・コモンズを通じて，他の地域や国
レベルの情報と一緒に見ることができるようになれ
ば良い。
（渡邉）様々なアイデア・可能性を継続可能な形

にしていくには，皆で共有できるビジョンや目標を
持つ必要がある。 2 回， 3 回と本フォーラムを継続
し，皆さんと一緒に考えていきたい。

3.2　第 1 回フォーラムの結果と今後の課題
参加者アンケートの結果は，19名中12名が「とて

も良かった」， 5 名が「まあまあ良かった」と回答

写真 1　第 1 回フォーラムの様子

館協議会を立ち上げ，長野県の博物館の横の連携を
進めている。例えば，白馬村，栄村で地震があった
が，被災地の文化財保全が問題となっている。具体
的なモノを題材にして研修を行うとともに，研究者
を招いて研究報告会も行っている。

信州におけるデジタルアーカイブ事業が進まない
理由は，進めたくても人・予算がない，ということ
に尽きる。
・　平賀県立図書館長：

MLA 連携は，新しい技術を使ったサービス基盤
の構築が中心になるべきだ。MLA にはそれぞれの
特性があり，扱っているメディアの唯一性，不可分
性，代替可能性の観点で分類できる。唯一性・不可
分性が高く代替可能性が低い資料を扱うのが博物館
で，不可分性が低く代替可能性が高い資料を扱うの
が図書館である。共通のデジタル情報基盤（プラッ
トフォーム）を構築する際は，こうした特性を考え
なくてはならない。メディア自体をデジタル化（画
像化）して共有可能とすることと，メタデータを整
備することの二つの方策が必要である。

図書館では，1980年代半ばから書誌情報がデジタ
ル化され，共通基盤で検索できるようになった。博
物館は，電子カタログ化されているものが10数％で
あり，公開率はもっと低いと聞く。プラットフォー
ムの構築に際し，リーダーシップを発揮すべきは，
目録化に一日の長がある図書館だろう。 プラット
フォームは，活用の視点が重要であると，東日本大
震災以来，強く意識するようになった。例えば，仙
台の荒浜で住民たちが月に一度集まり， わずかに
残った写真や映像を見ながら思い出を語り合い，そ
の語りをまた記録するという震災アーカイブのプロ
ジェクトがある。 街歩きを案内するキュレーター

（学芸員・司書）がいても良い。館から街に出て，
市民と一緒に知り，創っていく新しいプロセスが，
MLA 情報基盤の中で可能ではないか。そこから住
民自治の場としての MLA の話もできるのではない
かと考えている。
・　ディスカッションの概要：
（橋本）各館の話を聴いて，現在はソーシャルキャ

ピタル（人々の協調活動が活発化することで社会の
効率性が高まること）の時代だと実感した。予算や
敷地の問題があるが，“美術による学びの支援”と
いうコンセプトの実現のため，アートライブラリー
を目玉にしていきたい。
（笹本） デジタル化の先が大事だと思っている。

私たちはどのような未来を創るのか。その未来を語
れないまま，情報だけアップするのは過程に過ぎな
い。情報の価値付けが必要だろう。
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信大人文学部教授，及びフロアからのコメント
を交えたディスカッションを行う。

・　参加者：51名

4.1.1　トークセッションの概要
・　青木歴史館学芸部長「田中芳男という試金石」

歴史館で開催中の企画展示16）で，博物館の父
とも称される田中芳男を取り上げた。MLA の
原点には「人間とはどういう生き物であるか。
何を考えるのか」ということをまず問うことが
必要だ。田中芳男の展示でも意識したことであ
るが，情報の終着点はコンピュータではなく人
間である。 モノを保存し続け， フェイストゥ
フェイスで語り合い学び合える場を作るという
ことが，MLA 連携の大前提となる。

・　 松本信濃美術館整備担当参与「美術館の内なる
MLA トライアングルについて」
図書館，文書館，美術館三者がトライアングル
を形成していると同時に，各館がそれぞれ内な
るトライアングルを内包している。文字情報，
オーラルヒストリーのような音声，図像のデー
タなどが連携できるのは，ひとえにメタデータ
がついていて検索ができるからである。どれだ
け膨大なアーカイブがあっても，それらにデー
タを付与しない限り連携はできない。また，過
去のものを調べてアーカイブするのか，現在を
アーカイブして未来に送るのかというベクトル
も考えなければならない。

・　 渡邉信大図書館長「師範学校蔵書の博物的意味
を探る：コンテンツの再価値化の試み」
所蔵スペースの問題により，図書館に蔵書とし
て保管しておける内容には限りがある。一方で
過去に収集された資料群は，個々の書籍として
の価値のほかに，博物資料としての歴史的な価
値を見出すこともできる。また，資料そのもの
を全て保存することができなくても，目録を整
備しておけば， 当時所蔵していた総体をバー
チャルに復元することは可能である。

・　 平賀県立図書館長「コンテンツの再価値化―地
域の文化資産を繋ぎなおし， 読み解きなおす
―」

「コンテンツの再価値化」とは，誰がどのよう
に「公開」し「活用」するかということに他な
らない。MLA 連携はデジタルな世界が前提で
あり，MLA それぞれが持つデジタル情報をど
うやって一緒にし，総合的に探し出し，一次情
報にアクセスし，二次利用できるのかの検討が
必要である。県立図書館は『デジタルアーカイ

した。 今後の MLA 連携は，「積極推進」 が14名，
「やっても良い」が 3 名，「意義がよくわからない」
が 1 名で，概ね好評を得ることができた。

トークセッションにおけるフロアからの意見で
は，「人や予算の問題があって理想どおりにいかな
いのが現実だろう。しかし，技術の進展に伴い，共
通基盤として拡張性の高いプラットフォームを構築
するハードルは下がってきている。運用体制をしっ
かり整えたうえで，個々の館はメタデータの整備や
コンテンツの電子化，利用面への支援など，館とし
ての専門知識が必要な，人手を掛けるべきところに
力を入れていく。そのノウハウの共有のため，手を
結ぶ必要があるのではないか」との意見があった。
一方，「技術だけでは十分でない。データをどのよ
うに活用するか，使う人の立場に立って考えること
が必要」「データを集めた先の目標をはっきりさせ
ることが必要」といった指摘があった。

　それぞれの館の機能や役割の違いを踏まえたう
えで，ポリシーの共有と事業としての具体化が，今
後の課題となった。

4．第 2 回フォーラム10）

4.1　第 2 回フォーラムの概要
・　開催日：2018年 2 月22日（木）
・　 会場： 信州大学中央図書館セミナー室＋学部

図書館（TV 会議システム）
・　 テーマ：コンテンツの再価値化：地域の文化資

産を繋ぎなおし，読み解きなおす
・　企画趣旨：

第 2 回では，各館が所蔵している「機関アーカ
イブ」に対して，新たな視点でコンテンツの再
価値化を試みた。また，「機関アーカイブ」を
越えて，失われつつあるもの・未だ存在が知ら
れていないモノ・コトをどうアーカイブ化して
いくのか，その「担い手」の確保や，人材育成
のあり方について取り上げた。
参加者にとって解りやすいように，MLA 連携
でどんな効果があるか，生活レベル・研究レベ
ルでどのような成果が期待されるのかを示して
いくこととした。

・　構成：
第 1 部：トークセッション
青木歴史館学芸部長，松本信濃美術館整備担当
参与，平賀県立図書館長，渡邉信大図書館長に
よる各館固有の取り組みの紹介および信州にお
ける MLA 連携への期待について発表する。
第 2 部：ディスカッション
渡邉信大図書館長をモデレータとして，金井直
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などといった，様々な観点から議論がなされた。

4.2　第 2 回フォーラムの結果と今後の課題
参加者のアンケート結果によると，フォーラムの

感想としては「とても良かった」「まあまあ良かっ
た」という回答が全体の 9 割を占めた。同時に長野
県の文化機関が MLA 連携を進めていくことについ
ても 6 割が「積極的に進めるべき」と回答しており，

「やっても良いと思う」という回答も含めるとほぼ
全てが肯定的な回答であり， 一定の成果が得られ
た。

一方で， 自由記述のコメントには「ディスカッ
ションの発言がかみ合っていない」「館種による温
度差があるように感じた」「何処へ向かおうとして
いるのかがバラバラ」といった意見が複数あり，改
めて連携の難しさを感じさせられる結果となった。

また，「館長だけではなく，フロアの参加者も加
えたワークショップがあると良い」「MLA 連携に
ついては，お互いに知識を伝授し合う関係になれば
良い」「資料の境界があいまいになり，今まで扱っ
たことのない資料を扱うことが増えるので，経験者
の意見は役に立つのではないか」といった意見も寄
せられた。これらの意見が，第 3 回以降のフォーラ
ムのあり方について考えるヒントになった。

当初の企画段階の打合せでは，「（1） 電子情報の
共有化と新たな発信の展開」及び「（2） （1）に伴う
人材育成」というゴールを再確認し，各館の独自性

（固有の使命）を見失わずに MLA 連携を実現する
ため，各々が信州における MLA 連携にどのような
期待をするかをテーマに話すことで一致していた。
ところが実際にフォーラムが始まってみると，各館
の独自性の部分が強調され，電子情報の共有化や新
たな発信の展開に結びつかず，逆に各登壇者の考え
方の相違点のほうが参加者に印象付けられる結果と
なった。

第 2 回のテーマ設定や内容の検討を，各館の長及
び管理職的なメンバーだけで行い，各館の実務担当
者が企画にほとんど関与しなかった点についても，
現場の感覚から遠ざかる印象を与えた一因となった
のではないか，との反省もあった。

これらの反省をふまえ，各館の代表者が各々の立
場から現状と理想を語り合い，相互理解を深めると
いう第 1 回，第 2 回の形式から，より実践的なワー
クショップを実施し，現場レベルの相互理解を深め
るという形式に切り替え，若手・中堅職員が企画段
階から参画する体制へと大幅に変更することとし
た。

ブジャパン』構想の『つなぎ役』としての機能
を求められている17）。また同時に，世代交代が
進む中で失われつつある地域の貴重な資料を，
どのようにして保存するかという課題もある。

4.1.2　ディスカッションの概要
それぞれの館が歴史的な経緯を抱えており，役割

を分担してここ何十年か活動してきたが，その役割
の分担自体がそろそろ機能不全を起こしているので
はないかという課題意識がある。また，デジタル化
の進展により「使っている辞書が本なのかスマホ

（を介してアクセスするデータベース）なのか」と
いったメディアの壁が， 情報を受け取る側になく
なってきているにも関わらず，情報を提供する図書
館や博物館はその壁を越えられていない。

展示の価値を作る主体が，これまでの企画者側か
ら見る側へと移っていくこと自体が，MLA 連携の
一つのモデルになるのではないかと考えられる。そ
う考えると，見る側の人間にも企画する側と同じだ
けの資料・情報を提供する必要があるだろう。そも
そもインターネット上の情報が現在ほど普及してい
なかった頃には「展示を見に来た来館者に，どうす
れば実感をもって資料を見てもらえるか」というこ
とが課題だったが，インターネットが普及した現在
では「インターネット経由でデジタルデータの資料
を見ている利用者に，どれだけ実感を持って資料を
見せられるか」ということが課題になる。現物，デ
ジタルの違いがあってもこの 2 つが目指しているこ
とは同じだろう。一方，デジタルデータによる所蔵
資料の発信と同時に，現物の保管も大切である。

また，せっかく大学という場において MLA 連携
を語るのであれば，実践の場として大学の学芸員課
程も視野に入れてはどうか。MLA 連携は，美術館
や博物館，図書館や文書館といった文化施設の中だ
けでなく，大学の教育・研究の手法として考えるこ
とも可能だ，日常の暮らしのなかにも存在する。「知
の基盤」としてMLA連携を考えていく必要がある。

写真 2　第 2 回フォーラムの様子
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日の運営がスムーズに運ぶよう工夫した。参加者は
4 名程度の班に入り，各自が 1 点ずつ，実際に仏法
寺所蔵の和古書（刊本）を手に取って目録作成に臨
んだ。参加者の経験値は，和古書に触れるのが初め
てという人から， 普段の業務で扱うという人まで
様々であったが，研究者による研究活動を基盤とし
た講義ということもあり，会場の関心は高かった。
講師が現物の見方と情報のとり方を解説し，寺院調
査の経験があるアドバイザー数人が会場を回り，質
問に適宜答えた。和古書から読み取れる様々な情報
を，どのように目録に落とし込むのか。参加者は，
講師の解説を聴きながら，同じ班の参加者同士がお
互いに情報交換をしつつ，目録作成を進めた。

会場には渡邉信大図書館長の発案で，「本の歴史
ミニ展示」を設置した。巻子本，折本，古活字本，
活字本，版本という，書籍の形態の変遷がわかるよ
う， 実物を解説パネル付きで見られるように準備
し，休憩時間等に見学できるようにした。この展示
については門屋氏の講義の中でも取り上げられ，展
示していた『大般若経』（折本）の転読21）のデモン
ストレーションなどで会場を沸かせた。

最後に，渡邉信大図書館長から，今回取り上げた
寺院調査を例にあげ，第 2 回フォーラムでの発言も
振り返りながら，MLA 連携の意義についての考え
が語られた。「MLA の各機関が行政的な区分の中
で単純に資料を分担して持っているだけでは，情報
が分断されてしまい，それらが絡み合うことで見え
てくるはずのものが無くなってしまう。」と，資料
を整理・公開し，次世代に向けて発信することで実
現できる「学びの環境づくり」の重要性を説いた。

5.1.2　第 2 日目のワークショップと見学
2 日目は，オプションとして，信大図書館から仏

法寺に場所を移して実施した。講師は引き続き門屋
氏が担当し， 1 日目よりも目録が取りづらい資料

（写本や文書）を取り上げた。異なる機関からの参
加者同士が活発に相談しながら作業を進める姿が見
られ，「 1 日目よりも現物から目録に多くの情報を
落とし込めるようになった」との声も聞かれた。

お堂・お蔵の見学は，仏法寺調査経験者 2 名（信
州大学の卒業生で，県内博物館等の学芸員として勤
務）に案内を依頼した。 1 日目の講義でも簡単に解
説があった仏像や絵画などの収蔵品を，現地で実際
に見ることができた。また，単なる紹介に留まらず，
歴史的な観点から，仏法寺が地域において果たして
きた役割と，その役割があったがゆえに資料が残っ
てきた経緯などを知る機会ともなった22）。

5．第3回フォーラム18）

5.1　第 3 回フォーラムの概要
・　開催日：2019年 3 月 8 日（金）～ 9 日（土）
・　 会場： 1 日目： 信州大学中央図書館セミナー

室， 2 日目：諏訪市・鼈澤山大虚空蔵院佛法紹
隆寺19）（以下，「仏法寺」）

・　 テーマ：寺社の MLA を体験する～地域の文化
資産を見て・知って・整理して・発信する～

・　企画趣旨：
第 3 回からは，より実践的なワークショップ形
式で，連携している各館がリレー形式で企画・
運営を担当することとした。トップバッターは
信大図書館が務め，渡邉信大図書館長が調査・
研究を続けている仏法寺を，MLA 全てに関わ
る資料（書籍，文書，仏具，絵画等）の集まる
場として取り上げた。ワークショップでは和古
書の目録を作成し，地域の文化資産を調査・整
理・ 発信することの一部を体験できる場とし
た。また，図書館が主催ということもあり和古
書の目録に焦点を当てたが， オプションとし
て， 2 日目に仏法寺のお蔵・お堂を見学し，多
様な文化資産に触れる機会を設けた。

・　構成：
1 日目：講義・ワークショップ
講義「寺院資料調査の実際～佛法紹隆寺蔵書を
題材に～」
ワークショップ：和古書の目録作成①
2 日目：ワークショップ・見学
ワークショップ：和古書の目録作成②
見学：仏法寺のお蔵・お堂

・　参加者：42名

5.1.1　第 1 日目の講義とワークショップ
講義は，筆者の一人であり，学生時代から仏法寺

における資料調査経験のある鈴木が行なった。仏法
寺というお寺自体の説明にはじまり，寺院には文書
や仏像など，MLA それぞれに区分される資料を幅
広く収蔵していることを，実際に仏法寺で所蔵して
いる資料を紹介しつつ解説した。また，寺院調査全
体では，和古書の目録作成前後にいくつもの作業を
行なっている。目録作業が全体の中でどのような位
置を占めるのか理解するため，調査活動についての
概略も併せて紹介した。なお，仏法寺の所蔵資料の
うち，古文書は地元諏訪の「仏法寺研究会」20）が中
心になって調査を進めている。

ワークショップでは，早稲田大学の門屋温氏に講
師を依頼した。また，目録作成に関するマニュアル
を作成し，参加者にメールで事前送付するなど，当
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かれたことによって参加者同士の交流を促したこと
は，ワークショップ自体の満足度を高めると共に，
MLA 連携の推進に向けてのヒントが生まれる素地
となったことも推測できる。

さらに，地域に開かれた学びの場として MLA の
存在や機能を広く周知できること，住民の興味に沿
いやすいことという 2 点から，体験型の企画は優れ
ているのではないかと考えられる。 本フォーラム
は，MLA 連携を大きな主題として据えており，
MLA に属する者はある程度の予備知識を持って臨
むことができるが，地域住民は必ずしも MLA 連携
に理解があるとは限らない。今回は和古書を取り上
げたが，MLA 各館の利用者をはじめとした地域住
民の興味関心に寄り添い，また，資料に実際に触れ
られるような企画にすることで，MLA 機関内部に
留まらない範囲までフォーラムの効果を波及させる
ことが期待できるのではないだろうか。 2 日目に会
場を仏法寺に移したことで，近隣住民の目に企画が
触れることとなり，飛び入りの参加者を得ることが
できたことも成果の一つに数えられるだろう。

6．第 1 回～第 3 回を通じた状況分析と三つの課題
3 ～ 5 章で述べたとおり，各回の反省点を踏まえ

つつ改善を重ねたことで，信州における MLA 連携

写真 3　第 3 回フォーラム（ 1 日目）の様子

写真 4　第 3 回フォーラム（ 2 日目）の様子

5.2　第 3 回フォーラムの結果と今後の課題
企画面については，図書館長から係員まで，様々

な立場の職員が，長野・松本・上田・伊那と，各地
域から企画メンバーとして集まった。このこともあ
り，情報・意識の共有をする場の必要性が高く，複
数回のオンラインミーティングを重ねた。また，信
大図書館と県立図書館の間で行われている交流研修
の一環で，県立図書館の職員が当日の運営に参加す
ることができた。普段あまり接点のない職員同士が
交流でき，デジタル機器・技術に関するスキルや課
題解決方法を共有したり，多人数でプロジェクト的
な業務を行うスキル（役割分担やスケジュール管
理） が身に付けられたりといった，OJT（On the 
Job Training）の効果が見られた。

参加者からの評価については，アンケートの結果
によると， 両日ともほぼ全ての回答が「とても良
かった」となっており，参加者の満足度がとても高
い結果となった。自由記述欄では，「普段は扱えな
い和古書を扱えた」 こと，「実際に資料に触れた」
ことによって満足感や楽しさを感じられたことが読
み取れた。また，班ごとに相談しながら作業できる
ようにしたことで，「わからないところを同じグ
ループの方と話し合ったり，それぞれの専門の視点
からみたお話が聞けたりした」「立場や職種の違う
方々と一緒に作業できる時間があったことも良かっ
た」など，参加者同士で交流できる環境を用意した
ことも評価された。MLA 連携の推進については，
MLA 各館が相互理解を深めることはもちろん，利
用者という要素に着目し，「一般の方に，MLA の
イメージを持ってもらう取組」 や「それぞれの機
関・職員が，お互いの利用者であること」などが上
がっていた。

これらのアンケート結果から筆者らが受けた印象
は以下の通りである。ワークショップ形式で開催し
たことは，予備知識の無い人でも MLA 連携につい
て具体的に考えるきっかけとなり，当事者感覚を持
つ効果が得られたのではないかと考えられる。特に
第 1 日目の最後に，講師の門屋氏や渡邉信大図書館
長，一参加者として馳せ参じた各館長らから寄せら
れた講評を， 1 回目， 2 回目のフォーラムの際より
も実感を伴って聴けた参加者が多かったのではない
だろうか。また，MLA 各館の職員は，異なる館種
の業務内容は伝聞でのみ知ることが多いが， アン
ケートでも評価された通り， 今回のようにワーク
ショップ形式で，様々な業種の人が入り混じりつつ
他館種に関する作業を体験し，自身の所属する機関
ではあまり取り扱わない資料に触れる機会を持つこ
とで，多くの事柄に気がつくことができる。班に分
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ングを行った。企画者層の拡がりに欠けたという反
省はあるものの，各館からメンバーが集い，意見交
換を行う機会を得たというメリットはあった。

第 3 回以降をリレー式の企画で開催する方針は，
メールベースで合意した。第 3 回は短期間で準備を
行ったこともあり， 信大図書館が単独で企画を立
て，県立図書館との交流研修の日程を合わせ，前日
～当日の運用を協働で行った。 5 章で述べた通り，
信大図書館内での意識共有や OJT としての効果は
大きかった。しかしながら，機関を超えた MLA 連
携の趣旨から見れば，単館での企画ではどうしても
当該館の視点に限定されてしまいがちである。次回
以降は，メインの当番館のスタンスを最大限尊重し
つつ，他館も企画に協力できるような体制にしてい
くことが，二つ目の課題である。

6.3　MLA 現場担当者のネットワークづくり
第 1 回～第 3 回を通じて，毎回，各館の館長（管

理職層）が一堂に会したこと，県の文化行政担当者
が継続的に参加したことは， 特筆すべきことであ
る。また，2019年度から信濃美術館にアートライブ
ラリアンのポストが設置されたこと，2019年 4 月に
県立図書館内に創出された空間「信州・学び創造ラ
ボ」23）のオープニングセレモニーにおいて，長野県
知事，県の教育長， 4 館の館長，信濃美術館のアー
トライブラリアンを始めとする現場担当者が集った
ことも，今後の展開につながりそうな嬉しい出来事
であった。

一方で，課題の一つ目，二つ目とも関連するが，
各フォーラムにおける信濃美術館，歴史館，及び県
内の美術館・博物館からの現場担当者（学芸員）の
参加が少なく，残念ながら，現時点では顔の見える
関係にはなれていない。三つ目の課題である MLA
現場担当者のネットワークづくりは，真の MLA 連
携を進めるうえで，最も重要な課題である。

7． フォーラムの今後の方向性と大学図書館が地域
の MLA 連携に参画する意義

7.1　フォーラムの今後の方向性
1 章で示した通り，本フォーラムの目的は「長野

県における知と学びに関わる各種機関が，信州にお
ける価値ある地域資源の共有化をはかり，新たな知
識化・発信を通して，地域住民の学びを豊かにし，
地域創生につなげていく」ことである。フォーラム
の今後の方向性を考えるに当たり，前提として，長
野県がどのような政策をもっているのかを見てい
く。

長野県は，2030年の将来像を展望し実現するた

のあり方が徐々に見えてきたことが，第 3 回を終え
た時点での成果である。各回フォーラムの写真から
も，第 1 回（写真 1 ），第 2 回（写真 2 ）は，机を
並べた長たちと参加者が対峙しているのに対して，
第 3 回（写真3,4）は，長たちを含む参加者が同じ
テーブルで頭を突き合わせ，一つの課題に取り組ん
でいる様子が見て取れる。第 3 回の参加者の満足度
の高さから見ても，部分的ではあるものの，当初か
らの目的の一つである「人材育成」については，一
定の成果があげられつつあると言えるだろう。

一方で，持続性を担保するための信州ならではの
「ポリシーの共有」については，未だ議論が具体化
できていない。ポリシーについては 7 章で取り上げ
ることとして，本章では現場レベルの三つの観点か
らフォーラムをさらに展開するための課題を述べ
る。

6.1　参加者の属性
表 1 のとおり，過去 3 回を通じた参加者の属性を

見ると，図書館員が約 6 割で最も多い。次に学芸員，
及びその他（地域住民，報道関係者等）が約 1 割，
教職員が 1 割弱，以下，県・自治体の関係者，学生
と続く。県内の学芸員と図書館員の人数の比率は，
単純に比較すると約 7 ：10なので，参加者がかなり
図書館の関係者に偏っていることが見て取れる。

これは， 過去 3 回のメイン会場が信大図書館で
あったこと，企画自体の内容や広報が，どうしても
図書館以外に伝わりにくかったことが要因として推
測される。第 4 回フォーラムは，企画担当及び会場
を県立図書館にリレーすることがほぼ合意されてい
る。引き続き L からの企画になるので，内容や開
催場所，広報の仕方の工夫によって，参加者の属性
に拡がりをもたせることが，課題の一つとなるだろ
う。

表 1　参加者の属性

　 第 1 回 第 2 回 第 3 回 計 ％
学生 3 0 3 6 4.6 
教職員 3 2 7 12 9.2
図書館員 41 38 24 103 58.8
学芸員 7 3 3 13 9.9
県・自治体 4 3 3 10 7.6
その他 6 5 2 13 9.9
計 66 51 42 159 100

6.2　企画・運営の主体
第 1 回，第 2 回フォーラムは， 4 館の関係者（館

長及び管理職，連携担当者）が集まり，企画ミーティ
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すること，これを含む MLA 関係のポリシー（政策）
を確立し，共有していくことが必要である。

具体的な実現策は，「信州デジくら」の後継シス
テムとして構想され，2020年度からの運用開始を目
指す情報基盤プラットフォーム「信州・知のポータ
ル（仮）」によって，地域における学びのコンテン
ツを構築することになる。“Registration（登録）”
に一日の長がある県立図書館が中心となり，県内の
MLA 機関を上手く巻き込みながら，企画・運用す
ることになるだろう。大いに期待しつつ，信大図書
館としても協力していきたい。また，2021年度にリ
ニューアルオープンする予定の信濃美術館には，
アートライブラリーが新設される。既に県立図書館
のシステムの一角でデータの登録が始まり，信大図
書館も交えた職員同士の交流が活発化している。

一方で，信濃美術館や歴史館は，唯一性・不可分
性が高く代替可能性が低い「現資料・現物」の持つ
力と意味の“Curation（価値付け）” や，“Conser-
vation（保存）”のノウハウを，強みとして持って
いる（図 1 ）。本フォーラムでも繰り返し話題にな
り，確認しているように，「現資料・現物」をいか
に保管し，次世代に残し，活用可能な状況を作って
いくのかは，MLA 連携の枠組みにおいても重要な
課題である。

こうした文化行政は，今後もますます予算的・体
制的に厳しい状況になっていくことが予測される
が，個々の組織防衛論に陥ることなく，MLA の価
値を総体として実証し，見せていくことで，県民や
行政の理解を得ていくことが必要であろう。

国レベルの動きでは，知的財産戦略本部デジタル
アーカイブ推進委員会実務者検討委員会が2019年 4
月に『第二次中間とりまとめ』（以下，『まとめ』）
を公表した25）。「我が国におけるデジタルアーカイ
ブの構築・共有と活用の推進は，文化の保存・継
承・発展だけでなく，コンテンツの二次的な利用や
国内外への情報発信の基盤となる取組」 であり，
ジャパンサーチの構築を目指していることを明記し
ている。また，「分野・地域ごとの『つなぎ役』を
介して『アーカイブ機関』と『ジャパンサーチ』と
の間でメタデータの共有を進め，『活用者』がジャ
パンサーチ等からメタデータを共有し，さまざまな
用途に利活用するサイクルの構築を目指す」という
構図が示されている（図 2 ）。

MLA 連携でいう A は，狭義では公文書館を指す
が，『まとめ』においては，M や L も含めた広義の
記録機関全般を指して『アーカイブ機関』と呼称し
ている26）。

め，2018年度から 5 年間の取組を『しあわせ信州創
造プラン2.0～学びと自治の力で拓く新時代～』と
してまとめ，公表した24）。県に根付く学びの風土と
自主自立の県民性（学びと自治の力）を再認識し，
最大限発揮することで，誰もがしあわせに暮らせる
県政を目指している。基本目標の一つ，「学びと自
治の力」は，「与えられるだけの受動的な教育では
なく，自らを高めるために主体的に学び，これを社
会や組織の中で共有し，各人が協働して地域の課題
を解決していこうとする力」を指す。この目標を，
文化行政面，教育・研究面から支え，実現する重要
な一画を，我々MLA 機関が担っているのは言うま
でもない。

では，MLA の誰がどのような役割分担で，どの
ような方法で推進するのか。それを具体化する方策
を検討する場が，本フォーラムである。

役割分担については，2016年にフォーラムを立ち
上げる際，渡邉信大図書館長が 4 館の強み例をまと
めている（図 1 ）。“Registration（登録）”，“Curation

（価値付け）”，“Conservation（保存）”，“Research
（研究）”の 4 つの要素を MLA 各館に割り当ててい
るが，当然のことながら，各館はこれらの要素を多
かれ少なかれ複合的に持つため，単純な図式で表現
するのは難しい。各館の強みを持ち寄り，補完し合
う意義の確認と，関係性の構築のために，試案とし
て示されたものである。

図 1　MLA 各館の強み例（試案）

本フォーラムの特徴の一つである「持続性の確保
への強い志向」を担保するためには，メディア自体
をデジタル化（画像化）して共有可能とすることと，
メタデータを整備することの二つの方策が推進でき
るよう，各館が引き続き自助努力する必要がある。
それと同時に，MLA 関係機関が連携して県内外に
働きかけ，『しあわせ信州創造プラン2.0』の具体的
な実現策として，デジタルアーカイブの構築を推進
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も，社会人教育を含む「教育」の観点からの MAL
連携を視野に入れたいところである。学内では，理
学部に自然科学館が設置され，理系の学芸員の養成
を担っているので，今後の更なる連携を進めたい。
さらに，図書館員の育成については，信州大学は司
書課程を持たないが，長野県内に司書養成科目を開
講する大学・短大27）が 4 機関あるので，今後の展開
に向けて積極的に連携を呼び掛けていきたい。

信州大学では，2019年 6 月に創立70周年を迎えた
ことを機に『信州大学長期ビジョン2030』28）を公表
した。信大図書館は「教育」の将来を考えるワーキ
ングチームに参画し，【 3 】「信州大学が目指す姿と，
取り組むべき課題」の教育の項目「信州を学び，未
来を拓く」を定めるとともに，信大図書館の目指す
べき一つの方向性をここに含めた。

また， 信州大学は，2019年 5 月に第 3 期中期目
標・中期計画を推進する具体策をまとめた『PLAN 
the N・E・X・T 2019-2021』29）を公表した。ここ
では，学術情報に関する目標として「多様な学術情
報の提供・発信による教育・研究成果の社会への還
元」を謳い，「オープンアクセス，オープンサイエ
ンスによって社会の発展に寄与」すると共に，2017
年度に附属図書館の下に設置した大学史資料セン
ターの役割として，信州大学の歴史資料を体系的に
収集・整理・保存・発信することを明記している。
さらに，「教職員学生協働や地域とのつながりによ
る図書館機能の拡充」という目的のため，「地域の
文化施設との連携による人材育成等を介して，より
高機能で使いやすく，親しみやすい図書館づくり」
を進めることを宣言している。

MLA 連携という，一見，学内では図書館にしか
関係ないように見える取組も，大学が世間に公表す
るメディアに明記し，大学の事業・実績に挙げるこ
とによって，予算や体制の確保，持続可能性の向上
に繋げられるのではないかと考えている。

一方，国立大学図書館協会（以下，「国大図協」）
は，2016年 6 月に図書館機能の強化と革新に向けた

『ビジョン2020』を策定した30）。ビジョンは，重点
領域として「①知の共有：〈蔵書〉を超えた知識や
情報の共有」「②知の創出：新たな知を紡ぐ＜場＞
の提供」「③新しい人材：知の共有・創出のための

〈人材〉の構築」という 3 つの項目を掲げているが，
本フォーラムは全ての領域に関わりを持っている。

以上のことをまとめると， 大学図書館が地域の
MLA 連携に参画する意義として，次の三点が挙げ
られる。

（1） 　 最先端の研究と，地域への人材供給という教
育の視点を MLA 連携の枠組に内在させ，各

図 2　デジタルアーカイブの共有と活用

さらに， デジタルアーカイブの重要性について
は，「IoT や人工知能（AI）， ビッグデータといっ
た以前にはなかった新技術の開発・応用も進んでき
ている。こういった新技術の進展は，（中略）コン
テンツやデータを距離，時間，費用，言語の制約な
く共有することを可能とする。」 と評したうえで，

「こういった流れを踏まえ，我が国の企業・大学・
行政機関など様々な主体が保有する知的資産を可能
な限りオープンな形でシェアし，その知的資産を利
活用することで『サイバー』から『リアル』へ誘導
または補完する役割を担い，新たな価値を生む足が
かりとなりうるデジタルアーカイブの意義について
今一度共有した上で，我が国でも，デジタルアーカ
イブジャパンとして充実させていく必要がある。」
と明記している。

このような国の動きを受けて，MLA各館が『アー
カイブ機関』 としてそれぞれの強みを活かしなが
ら，本フォーラムが，信州における地域の『つなぎ
役』として，機能していくことが求められている。

7.2　大学図書館が地域の MLA 連携に参画する意義
本フォーラムの二つ目の特徴は，研究者による情

報利用や地域への人材供給という，「大学教育・研
究の視点を内包している」点であった。

MLA 各 館 の 強 み 例 で は， 信 大 図 書 館 を
“Research（研究）”の立場に置き，「研究」の観点
から各館を繋ぐ，HUB のような存在と位置付けて
いる（図 1 ）。一方，信州大学は長野県で唯一，学
芸員養成課程を持つ高等教育機関であることから
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2 ） 日本図書館協会図書館調査事業委員会編．日本の図
書館： 統計と名簿．2018， 日本図書館協会．2019．
509p．

3 ） 森いづみほか．特集，大学図書館と公共図書館の連
携：拡がりゆく人材育成ネットワーク：信州大学附
属図書館と県立長野図書館の連携から．図書館雑誌．
2018, vol. 112, no. 11, p.734-736．

4 ） 「信州」とは，「長野県」全域を指す旧国名「信濃国」
の略称で，地元の人々は両者を自然に使い分けてい
る。県政に関わる話題では「長野県」を用いること
が多いため，県内の各種文化機関の説明は「長野県」
とした。一方，地域全般について語る際は，この地
域のアイデンティティを一つにまとめてきた「信州」
のほうが，通りが良い。「信州大学」命名の由来にも
関わるため，次の資料を参照されたい。

 マンガで知る信州大学の歴史：「信州」という大学名
の由来と「信濃の国」． 信大 NOW．2019, Vol. 117, 
p.23-26．（オンライン），

 https://www.shinshu-u.ac.jp/guidance/publication/
summary/2 0 1 9/shindaiNOW_vol1 1 7/html5.
html#page=25，（参照 2019-07-04）．

5 ） 水谷長志．特集，美術に関する知の蓄積と共有化に
むけて : 人と美術の関わりの豊かさとその語りの確
かさのために：極私的 MLA 連携論変遷史試稿．美
術フォーラム21. 2017, vol. 35. p.127-134．

6 ） 田窪直規．“博物館・図書館・文書館の連携，いわゆ
る MLA 連携について”．博物館・図書館・文書館の
連携．日本図書館情報学会研究委員会編．東京，勉
誠出版，2010, p.1-22，（図書館情報学のフロンティ
ア，10），ISBN 9784585002796．

7 ） 森いづみほか．特集，電子化と図書館：小さい組織
の学内 MLA 連携から世界の MALUI 連携へ ： お茶
の水女子大学附属図書館と歴史資料館の取組みのご
紹介．専門図書館．2016, no. 275, p.16-23．

8 ） 信州デジくら．（オンライン），
 http://www.i-repository.net/il/meta_pub/G0000307 

cross，（参照 2019-05-24）．
9 ） 中沢文子．“長野県デジタルアーカイブ『信州デジく

ら』の基本構想～21世紀の知のプラットフォーム構
築をめざして～”．年会論文集．日本教育情報学会，
2008, p.28-31．

10） 森いづみ．“「信州 知の連携フォーラム（第 2 回）」
報告：コンテンツの再価値化：地域の文化資産を繋
ぎなおし，読み解きなおす”．信州大学附属図書館研
究．2019, vol. 8, p.187-206．

11） 信州大学．“信州 知の連携フォーラム関係資料”．信
州大学学術情報オンラインシステム SOAR．（オンラ
イン），

 https://soar-ir.repo.nii.ac.jp/?action=repository_
opensearch&index_id=1866，（参照 2019-06-14）．

12） “「信州 知の連携フォーラム（第 1 回）」報告：信州

館を結びつける HUB の役割を果たすことが
できる。

（2） 　 MLA 連携の取組が， 大学図書館の設置母体
である大学のビジョン実現や中期目標中期計
画の達成に寄与することに繋がる。

（3） 　 MLA 連携は， 国大図協『ビジョン2020』 に
おける重点領域＜蔵書＞＜場＞＜人材＞の全
てに関わる取組である。

これらは「大学の本務である教育・研究活動を支
え，社会に貢献する」という，大学図書館の使命を
果たすことに他ならないと言えるだろう。

8．さいごに
現在，新たな「大学設置基準」に向けた大学図書

館機能の考え方が国大図協内で検討されており，全
面的な見直しがなされる予定である。一方，1952年
制定，1982年改正の「大学図書館基準（1982）」は，
大学図書館に必要な原則や理念を示しており，現代
の価値観で読んでも参考にできそうな考え方が盛り
込まれている。本フォーラムの活動は，この基準に
おける「二 図書館の機能と業務」「三 職員」「七 相
互協力」の要件を満たすことに近づくと言えるので
はないだろうか31）。

本フォーラムが今後目指すべき方向性は，「信州」
というローカル発の取組を，グローバルな視点で再
価値化し，MLA 各館が『アーカイブ機関』として
の役割を果たし，地域コミュニティとして共に『つ
なぎ役』の一翼を担い，地域住民や企業などを含む

『活用者』と協働し，より良い社会を創成していく
ことだろう。

これまで見てきたとおり，MLA 各館は，共通点
と共に多くの相違点も抱えている。しかし，「違い
による相克があるからこそ，イノベーションが生ま
れる」という考え方もある。

信大図書館は，今後も本フォーラムの活動を通じ
て，MLA各館はもとより，様々なステークホルダー
と連携し，大学図書館としての使命を果たしていき
たいと考えている。

　　　　　　　　　　　　
注・引用文献
1 ） 社会教育調査（平成27年度）の博物館調査，図書館

調査による。職員数には，専従（兼務），非常勤・臨
時等が含まれる。

 “社会教育調査”．e-Stat．2017-03-27．（オンライン），
 https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?page= 1 &

toukei=00400004&tstat=000001017254，（参照 2019-
06-05）．
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ンライン），

 https://www.shinshu-u.ac.jp/guidance/policy/plan/
next/，（参照 2019-06-12）．

30） 国立大学図書館協会．“国立大学図書館機能の強化と
革新に向けて～国立大学図書館協会ビジョン2020
～”．（オンライン），

 https://www.janul.jp/ja/organization/vision2020，
（参照 2019-06-12）．

31） 当該基準は「向上基準」であり，必要最小限の基準
を述べるのではなく，今後における大学図書館の改

の地域資源と学びの支援： 戦略的 MLA 連携による
地域創生～”．信州大学附属図書館研究．2017, vol. 6. 
p.157-173．

13） 例えば，信州大学は石井鶴蔵（彫刻家）のコレクショ
ンを所蔵している。美術作品の多くは松本市立美術
館に寄贈され，それ以外の書簡等が信州大学に寄贈
された。両者の目録を一緒に検索することはできな
い。

14） 長野県．信濃美術館整備基本構想．2016-11．（オンラ
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さない各種のコレクション，文書館，博物館，資料館，
情報処理センター等と相互に協力するとともに，あ
らゆる図書館活動の局面において，国・公・私立を
通じて，地域的・全国的な相互協力の組織を確立し，
その維持発展のために相応の分担をする責務を果た
さなければならない。

 『大学図書館基準（1982）』．大学基準協会． 
 下記ウェブページにて全文閲覧可能。
 上田修一．“大学図書館基準（1982）”． 上田修一．

2011-08-01．（オンライン），
 http ://user .ke io .ac . jp/~ueda/univl ibguide/

univlibstandard1982.html，（参照 2019-06-18）．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
＜2019.8.9 受理＞
1  もり　いづみ　信州大学附属図書館
2  こじま　ひろこ　信州大学中央図書館
3  たけだ　かよ　信州大学中央図書館
4  たきぐち　ともこ　信州大学中央図書館
5  ゆもと　ひろみ　信州大学中央図書館
6  ごかん　まさと　信州大学医学部図書館
7  すずき　えりか　信州大学工学部図書館
8  はにゅう　まさあき　信州大学農学部図書館
9  いとう　ようすけ　信州大学繊維学部図書館
10 よしざわ　あかり　信州大学繊維学部図書館
11 わたなべ　きょういち　信州大学附属図書館

善と充実を支えるのに必要な原則や理念を示すこと
に重点が置かれている。

 二　図書館の機能と業務
（1）　大学図書館は，研究図書館的機能と学習図書館
的機能をあわせもっている。（中略）両者はいずれも
大学図書館にとって不可欠な機能であるとともに，
相互に不可分な関係にある。大学図書館はこれらの
機能を勘案し，常に資料・情報の提供を究極の目的
とする直接サービスを支えるに足りる収集・組織・
保管等の間接サービスの効率化を図らなければなら
ない。

 三　職員
（2）　大学図書館が必要とする専門職員は，いわゆる
司書系にとどまらず，特定の主題領域や言語領域に
おける高度の書誌的調査・研究に携わるビブリオグ
ラファーや，古文献の処理を専門とするキュレーター
や，情報処理システムの分析・設計にあたるシステ
ム・エンジニア等に及んでいる。これらのスペシャ
リストも専門職員として受け入れることが望ましい。
七　相互協力

（1）　大学図書館は，自館の整備充実を図るべきこと
はいうまでもないが，単独の図書館では利用者が必
要とするあらゆる資料を収集し，その利用に応じる
ことは不可能であり（中略），各大学図書館は学内の
研究・教育関連施設，たとえば大学図書館組織に属
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